
令 和 ６ 年 度 

安 城 市 補 正 予 算 書





第７１号議案 

令和６年度安城市一般会計補正予算（第３号）について 

令和６年度安城市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２６５，８９８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７，５４２，０９８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 

繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正） 

第４条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債補正」による。 

令和６年９月２日提出 

安城市長 三 星 元 人 
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　　 歳　　　　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

80 寄附金 190,000 630 190,630

5 寄附金 190,000 630 190,630

90 繰越金 1,500,000 1,222,268 2,722,268

5 繰越金 1,500,000 1,222,268 2,722,268

99 市債 2,052,000 43,000 2,095,000

5 市債 2,052,000 43,000 2,095,000

歳　　入　　合　　計 76,276,200 1,265,898 77,542,098

　　第１表　歳入歳出予算補正
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　　 歳 出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

10 総務費 7,493,900 3,168 7,497,068

5 総務管理費 6,281,992 3,168 6,285,160

15 民生費 31,882,095 57,000 31,939,095

5 社会福祉費 15,329,278 57,000 15,386,278

20 衛生費 7,699,968 334,000 8,033,968

5 保健衛生費 3,389,295 256,000 3,645,295

10 環境費 4,281,567 78,000 4,359,567

30 農林水産業費 1,609,571 9,000 1,618,571

5 農業費 1,609,571 9,000 1,618,571

40 土木費 9,505,500 730,430 10,235,930

10 道路橋りょう費 3,091,003 488,500 3,579,503

15 河川費 441,625 114,000 555,625

20 都市計画費 3,499,165 127,930 3,627,095

50 教育費 11,192,313 132,300 11,324,613

5 教育総務費 1,407,939 34,300 1,442,239

10 小学校費 1,825,809 7,000 1,832,809

15 中学校費 1,270,687 9,000 1,279,687

25 社会教育費 2,502,279 24,000 2,526,279

30 保健体育費 3,828,099 58,000 3,886,099

歳　　出　　合　　計 76,276,200 1,265,898 77,542,098
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　　第２表　繰越明許費補正

　　 追　　　　加

金　　　額

千円

15 民 生 費  5 社会福祉費 作 野 福 祉 セ ン タ ー 改 修 事 業 57,000

 5 保健衛生費 総 合 斎 苑 施 設 管 理 事 業 256,000

10 環境費 リ サ イ ク ル プ ラ ザ 施 設 管 理 事 業 78,000

道 路 施 設 管 理 事 業 290,000

橋 り ょ う 新 設 改 良 事 業 230,000

15 河川費 河 川 維 持 管 理 事 業 114,000

 5 教育総務費 教 育 セ ン タ ー 施 設 管 理 事 業 34,300

10 小学校費 小 学 校 施 設 改 修 事 業 7,000

15 中学校費 中 学 校 施 設 改 修 事 業 9,000

25 社会教育費 丈 山 苑 施 設 管 理 事 業 24,000

30 保健体育費 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 施 設 管 理 事 業 58,000

50 教 育 費

10 道路橋りょう費

事　　　業　　　名款 項

20 衛 生 費

40 土 木 費
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　　第３表　債務負担行為補正

　　 追　　　　加

事 項

千円

限　　度　　額期 間

市道安城横山線道路用地取得事業 令和6年度～令和9年度 228,000

市道新明東栄線他道路用地取得事業 令和6年度～令和10年度 500,000
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　　第４表　地方債補正

　　 追 加

限 度 額 起債の方法

千円

43,000
普通貸借

又は
証券発行

河川緊急浚渫推進事業

   4.0以内
 (ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金について、利率の
見直しを行った後にお
いては、当該利率見直
し後の利率)

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。ただし、
市財政の都合により据
置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還
若しくは低利に借換え
することができる。

起債の目的 利  率 償 還 の 方 法

％
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